
県議会の概要説明

オリエンテーションの中で、荻田議会運営委員

長から、議員定数と選挙区、会派、常任委員会、

特別委員会及び議会運営委員会等の議会のしく

みや、議会の議決権及び調査・検査権、県民の利

益につながる意見書の提出、県民からの請願・陳

情の審査等の議会の役割や仕事、並びに議員の

活動等についての概要説明が行われました。

（於：第１委員会室）

議会運営委員会

本会議が公正円滑に運営できるよう、会派を代

表する議員により本会議の議事日程等を話し合

い、議員全員の合意形成を行うための議会運営委

員会を、各学校を一つの会派とみなして、各学校

を代表する高校生議員により開催されました。

（於：議会運営委員会室）

本 会 議

開 会

午後１時００分

○上田議会事務局長

ただいまから奈良県高校生議会を開催いたしま

す。

まず初めに、川口正志奈良県議会議長からご挨

拶を申し上げます。

議 長 挨 拶

○川口奈良県議会議長

皆さん、こんにちは。県議会議長の川口です。き

ょうは、平成２８年度の高校生の皆さんによる奈良

県議会を開催していただくことになりました。ことし

で５回目です。

昨今は、若い人たちが政治への関心をあまり強

く持っていないのではないかと、こういうような風潮

がございます。そういうこととのかかわり合いで、こと

しの参議院議員の選挙、皆さんの中に参議院議員

の選挙に投票の経験をお持ちの方もおられるであ

ろうとは思いますが、投票率、ことしは一般的には

投票率が少し高くなりました。５４.７０％。若者に期

待をいたしましたが、１８歳、高校生の皆さんは５１

％ですね。だから低い。１９歳と言えば大学生で

す。３９％。なお低いと、こういうことですね。これで

は世の中がどうなるのだと。次の時代、皆さんのい

わば青春、今も青春ですけれども、本当の学業を
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終えての青春は一体どうなるのだと、このように心

配をするわけです。

誰が政治をやっても同じことではないか、こういう

ような考え方もあります。けれども、誰がやっても同

じではないのです。やはり協働で世の中をつくる、

そして、ともに喜び合う、そういう世の中をつくらな

いことには、お互いが幸せにならない、平和にもな

らない、こういうことになろうかと思います。

そういう意味で、奈良県議会の議員になったつ

もりで、きょうは６校の３０名の皆さん方がご出席を

いただいております。きょうは、本当の県議会議員

は皆さんの後方に座っていただいて、皆さんのい

ろいろな発言に期待を持たせていただこう、あるい

は大いに若者の意見を聞かせていただいて、いろ

いろな参考にしていただこうと、こういうような思い

でございます。

きょうは、知事さん、あるいはまた教育長さん、そ

のほか部長さんや局長さんが大勢ご出席でござい

ますから、存分に県議会議員になったつもりで発

言をしていただきたい。皆さんの発言は、恐らく私

たち本当の県議会議員と同様に扱われるはずだ

と。なお必ずそのことが県政に反映されるであろう

と、このように私ども県議会議員一同は思っており

ますので、ひとつ大いにハッスルしていただきた

い。

奈良県には奈良県の地方の事情があり特性が

あるわけであります。全国ともどもに発展をしなけれ

ばならないと思いますが、事情が違うわけです。違

った事情を地方自治という中で栄えさせていくと、

こういうことになろうかと思います。私たち県議会議

員も日ごろからいろいろな県民の皆さんの声を聞

き、あるいはまた、その声とともに、いろいろな調査

をしながら県政を組み立てて、知事さんの提案に

対しては意見を述べさせていただき、もう少しこれ

を膨らませたらどうでしょうか、もう少し伸ばしていた

だいたらどうでしょうかというようなことも申し上げま

すし、いや知事さん、それはちょっと考えていただ

かなければ困りますよという意見もありまして、民主

主義というのは、いろいろな意見があって成り立つ

わけであります。

そういうことで、大いにきょうは県議会議員になっ

たつもりで頑張っていただきたい。経験を通して、

必ず皆さんも県議会議員とは言わず国会議員にも

なって、この世の中、みんな幸せになれるように頑

張る努力をひとつ組み立ててもらいたい。ご期待を

申し上げてご挨拶といたしますが、最後にこの高校

生の議会開催に当たりましてご苦労いただきまし

た、ご協力いただきました皆さん、とりわけ校長先

生や担任の先生方に御礼を申し上げまして、県議

会を代表してのご挨拶といたしたいと思います。頑

張ってください。

○上田議会事務局長

続きまして、荒井正吾奈良県知事からご挨拶を

いただきます。

知 事 挨 拶

○荒井知事

皆さん、こんにちは。奈良県の知事をさせていた

だいております荒井正吾と申します。本日の高校

生議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。

この本会議場は、県議会が年４回開催されま

す。県議会は、奈良県の政治意思を決める場所で

ございます。皆様は、この６月から１８歳以上の方が

選挙に参加できる、投票できる年齢になられまし

た。参政権と申しますが、政治家を選ぶ１票を投じ

る権利をお持ちでございます。普通選挙法といい

ますが、身分とか所得に関係なく誰でも投票できる

権利が日本国民に与えられたのは、たかだか１００

年ぐらい前でございます。そのときは、女性の参政

権はございませんでした。戦後になって初めて女

性の参政権が発生したわけでございます。政治
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は、議会で決められます。議会が、多数の投票で

議決をされますと、その政治組織の意思を決定す

るということでございますが、その議会での投票に

参加できる議員の方は、皆様方の直接の投票で選

ばれるわけでございます。代表民主主義と言われ

ますが、代表した政治家がこの議場で声を出して、

議長が投票してください、議決を求める提案を議

案と申しますが、議案に賛成の方は起立してくださ

いと議長が言いますと、賛成の方は起立をされま

す。それが政治意思決定の現場でございます。こ

の場所がそのような場所でございます。

本日はここで皆様に質問をしていただき、議決

はございませんが、議論をしていただく、また私が

お答えするという、議会で行っていることをそのまま

本日展開することになっております。今の代表民主

制の中での議会の大事なことは、議論をするという

ことと、多数決で決めるということと、この場では昔

からのギリシャからの民主主義の決まりでございま

すが、声を出して耳に届いたものが議案議決の対

象になるということでございます。声が届く範囲でも

のを決めるというのが民主主義の基本でございま

す。そのような場に皆様お越しになりました。これか

らの日本の政治がどのようになるか、皆様の将来で

ございますので、どうぞ本日の議会でのいろいろな

行事に経験を積まれて、また将来の奈良県、また

日本の発展のために思いを深めていただきたいと

思います。

最後になりましたが、このような高校生議会をここ

数年開催しておりますが、各学校の先生方、また

県議会議長をはじめ県議会議員の皆様方、その

他関係の方々にお世話になりました。お礼を申し

上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。

○上田議会事務局長

次に、本日参加の高校生議員の皆様を紹介い

たします。名前を呼ばれましたら、ご起立願いま

す。

（個々の紹介は高校生議員名簿をご参照ください）

○上田議会事務局長

続きまして、理事者の紹介をいたします。

荒井正吾奈良県知事でございます。

なお、荒井知事とともに本日ご出席いただいて

おります理事者の皆様につきましては、誠に恐縮

でございますけれども、お手元の座席表をもってか

えさせていただきます。

また、県議会議員の皆様につきましても、お手

元の出席議員名簿をもってかえさせていただきま

す。ご了承のほどお願いいたします。

○上田議会事務局長

次に、奈良県高校生議会の議長につきまして

は、奈良北高等学校、吉田朋佳議員、青翔高等学

校、健山ありさ議員に務めていただきます。

それでは、吉田議長、議会の進行、よろしくお願

いします。

開 議

○吉田高校生議長

ただいまから奈良県高校生議会を開会します。

それでは、県政に対する質問を行います。
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（奈良北高等学校 吉田朋佳議員）

順位に従い、西の京高等学校、６番、藤本茉由子

議員、７番、吉川昌佑議員に発言を許します。

知事等との意見交換

高校生からの質問

○藤本議員

奈良県立西の京高等学校、６番、藤本茉由子で

す。奈良県の暮らしやすいまちづくりに関連して、

その対策についてお尋ねします。

（西の京高等学校 藤本茉由子議員）

本校の位置する奈良市六条西町の近隣に、奈

良県総合医療センターの新しい施設が建設中で、

平成３０年の春に開院予定だと伺っております。こ

の施設への交通アクセスにつきましては、近鉄郡

山駅及び学園前駅からのバス路線、自家用車によ

る進入が想定され、その整備を行っておられるよう

ですが、最寄り駅は近鉄西ノ京駅であり、ここを利

用して来院される方も多くなると予想されます。近

鉄西ノ京駅から六条西３丁目までの道路は、道幅

が狭い割に交通量が多く、特に朝８時から８時半ご

ろの通勤・通学の時間帯は、自動車と自転車・歩

行者が集中し、交通渋滞と運転者と歩行者の接触

等のトラブルが多発している状況があります。

本校の通学路にも当たっているため、以前から

学校の先生方による登校指導が行われたり、生徒

たちの手づくりの注意喚起看板を設置したり、また

地元自治会から県に道路改善の要望を出してもら

ったりしておりますが、道路環境の抜本的な改善に

つながっていないのが現状です。近鉄線から西

側、西ノ京駅から新奈良県総合医療センターまで

の間について、道路拡幅を行うとか、別ルートを設

定してそれぞれ一方通行にして渋滞を緩和するな

どの改善策を平成３０年の開院までに実施してい

ただかないと、今後この区間で重大な事故が発生

しかねないのではないかと危惧しております。

そこで知事に質問です。

新奈良県総合医療センターの開院に向け、近

鉄西ノ京駅からのアクセスについて、どのような課

題を認識し、改善しようと考えておられるのかお聞

かせください。

質問を終わります。

○吉川議員

７番、吉川昌佑です。奈良県の福祉の充実、特

に高齢者福祉の対策についてお尋ねします。

（西の京高等学校 吉川昌佑議員）

本校の位置する奈良市六条校区自治連合会に

は、約６,６００世帯、１万５,０００余人が住んでおら

れますが、高齢化率が２９.７％となっており、全国
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平均の２６.８％よりも高くなっています。また独居世

帯や高齢者のみの世帯も多く、生きがいをどのよう

に見出すとか非常時の対応をどうするかとかに課

題があります。

本校の地域創生コースでは、３年前からこの課

題を取り上げてグループで研究に取り組んでいま

す。その中で、民生委員の方が高齢者の見守りに

当たっておられますが、高齢者に対して民生委員

の数が圧倒的に少なく十分な見守りはできないこ

と、また民生委員という立場上の制約も多くあまり

深く立ち入れないこと、さらに民生委員の方の年齢

も高く高齢者が心を開きにくいなどの課題があるこ

とを知りました。

こうした中で、高校生という立場で何かできること

はないかと、地域の自治会長や民生委員の方々と

相談し、高校生が地域のおじいさん、おばあさんに

お話を聞きに行くというスタンスでの活動を見守り

隊と称して始めました。口コミでの活動ですので、

現在４軒のお宅を訪問するにとまっていますが、こ

の活動から見えてきた高齢者の姿があります。

最初は、身寄りのない高齢者の愚痴を聞いたり

身の回りのお世話をしたりということを想定していま

したが、今、訪問しているお宅は、経済的にも健康

的にも問題は少ない方で、自分の世話をしてもらう

というよりは高校生の私たちに昔の生活ぶりや自分

の経験談を聞かせてあげたいという方なのです。

そのお話は、私たちには興味深く、おもしろく、勉

強になることも多く、高齢者の方々も高校生に話を

することを楽しみにされているのです。それは、見

守り活動というよりも高齢者を元気にする活動であ

ると思い、ひまわり隊と名前を変えて活動を続けて

います。

そこで、知事に質問です。

奈良県の福祉の充実という課題の中に、生きが

いを持って安心して暮らすことができるよう高齢者

支援を充実すると示しておられますが、こうした世

代間交流ができる場の設定や場所の提供というよ

うな施策も必要だと思います。県としては、どのよう

にお考えなのかお聞かせください。

○荒井知事

西の京高等学校の議員の皆様から２問の質問

がございました。

まず最初は、６番、藤本議員のご質問でござい

ます。

近鉄西ノ京駅から新しくできます病院へのアクセ

ス、また従来から混んでおります駅から六条山方面

への住宅の環境の改善、道路の改善についての

ご質問でございます。

西の京高等学校が近鉄西ノ京駅の西側にあるこ

とはよく承知しておりますが、道路の幅が大変狭い

ですね。道が狭くて一般の人もなかなか歩きにくい

道路でございます。その上に、六条山、その先に

県立の大病院ができることで、近鉄西ノ京駅からの

道路が何とかならないかということでございます。

今あります道路は大変狭くて拡幅が難しい状況

でございますが、奈良市が管理しております道路

でございます。本来は奈良市がされる道路改良で

ございますが、六条山という奥のほうに県立病院が

できることでございますので、県が奈良市の建設費

の２分の１を負担するようにこの議会で議決をいた

だきまして、予算措置を２年前からしております。市

道の拡幅工事や交差点の改良が多少進んでおり

ますが、おっしゃられますように、抜本的な拡幅は

難しい状況でございます。

病院ができますことによって道路の混雑が激化

するのではないか、また、とりわけ自転車及び歩行

者の安全が阻害されるのではないかということは、

私どもも危惧をしてきたところでございます。

病院へのアクセスにつきましては、近鉄西ノ京駅

からだけでなくて、西側から、西のほうに大和中央

道という富雄川沿いに立派な道路がございます。

西側とか南側からの道路の整備が進んでおりま

す。大きな病院には西側からと南側からの道路を
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利用していただく、その際には、バスを利用してい

ただくということを想定しております。近鉄西ノ京駅

から従来のバスに乗っていただく方に加えまして、

近鉄郡山駅、また学園前駅、富雄駅からのバスの

路線が病院につくように、今、調整をしているところ

でございます。

この付近の住宅と学校、高等学校がございます

ので、朝は、通学者の方は駅から学校に向かわれ

る、通勤者の方は車やバス、歩行で近鉄西ノ京駅

に向かわれる、また通院される方は、近鉄西ノ京駅

を利用される方は往復されるといった錯綜する道

路になる可能性がございますが、抜本的な改正、

改良ということになりますと、近鉄西ノ京駅を抜本的

に改良するということになるわけでございますが、

将来の可能性として検討を進めてまいりたいと思い

ます。今は、付近の奈良市の道路を県も予算半分

を負担させていただいて、交差点、また側道の溝

がふたをしてなかったりしておりますのを、わずか

な幅でございますが、改良して歩きやすくするとい

ったことをしてきている状況でございます。

以上がお答えでございます。

２問目は、吉川議員から高齢者の住まい方につ

いてのご質問がございました。

高齢者は、今まではご家族と一緒に暮らされるこ

とが普通でございました。ところが、お子様が家を

離れられますと老夫婦２人、また、片方の高齢者が

お亡くなりになられますと独居ということになります。

そういたしますと、お支えする人たちがなかなか近

くの身内にいない状況になりますので、地域で支

え合う必要が出てまいっております。これは、日本

全国共通の課題でございます。

地域住民に身近な場所で支え合って助け合うと

いった、高齢者を含めて、そのような地域のコミュニ

ティーをつくるのが課題でございます。そのような

場所をつくる努力をしております。

いろいろな例を挙げられましたが、世代間交流と

いう観点で、高齢者だけのまちをつくるのではな

く、若い人たちとの交流、また、ご提案がありました

ように、何か役に立つことができないかどうかという

お考え、ご提言は、大変貴重なものと存じます。多

世代の交流ができる小さな拠点、日常の拠点という

のは、とても大事でございます。

王寺町でございますとか県立病院が移転した跡

地の奈良市平松町というところで、地域包括ケアと

いうふうに言われておりますが、地域で支え合うこと

ができるまちをつくることを試行しております。その

ような中で、多世代の交流というのは大変望ましい

形でございます。お年寄りの方は多少暇でござい

ますが、若い人は大変忙しいのが実情でございま

す。しかし、高齢者の方々との交流によって何がし

か得られることがあることも事実でございます。多様

な方々、また世代をまたがる方々との交流の場所

をつくっていくのは、行政の大きな柱と考えており

ます。

西の京高等学校におかれましては、日曜日とか

休日は、学校はあいていますよね。学校あるいは

学校の行事を地域住民に開放されたら、あるいは

招待されたらいかがでしょうか。近くの高齢者の人

は学校に遊びにいらっしゃいということも、交流の

多世代交流の一つのパターンでございます。奈良

県立大学においては、そのようなシニアカレッジと

称しまして、年配の方の講座を持って現役の大学

生との交流を図っているところでございます。ぜひ

学校の先生ともご相談されて、近所の高齢者の方

々との交流の場を学校の中でつくるというのも一つ

の案であろうかというふうに思う次第でございます。

ご質問、誠にありがとうございました。

○吉田高校生議長

次の質問を行います。

次に、育英西高等学校、１１番、西田早織議員、

１２番、井尻紗恵子議員に発言を許します。
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○西田議員

育英西高等学校、１１番、西田早織です。ユニバ

ーサルデザインを取り入れたまちづくりについて質

問します。

（育英西高等学校 西田早織議員）

奈良県の人口は、２０１５年１０月１日現在、１３８

万９,３７９人です。うち６５歳以上の人口は２９万２９

６人と、全体の２８.０９％を占めており、その割合は

全国平均を約３％上回っています。国立社会保障

・人口問題研究所の推計によると、２０年後には高

齢者人口は３６.８％となり人口の３分の１以上が高

齢者になります。また平成２２年度の統計を見ると、

６万２,４３１人の身体障害者の方が奈良県に住ん

でいます。そのような社会にあって、バリアフリー化

を図ることはとても大切だと感じています。

私が先日、祖父と東大寺を訪れたときのことで

す。東大寺大仏殿への入り口は、階段と車椅子用

のスロープがあります。私の祖父は足が悪いのでス

ロープから入ろうとしたのですが、東大寺へ入るた

めのチケットを買うには階段ルートを通らなくては

いけませんでした。スロープから入るために階段を

上るのは矛盾していると思いました。そのときは母

が買いに行きましたが、急な階段は、お年寄りをは

じめ障害を持った方にとっては大変不便だと思い

ます。世界遺産である東大寺でさえまだまだ十分

な配慮がなされている状況ではないのではないか

と感じました。

奈良県のホームページには、奈良県住みよい福

祉のまちづくり条例のページがありましたが、どれ

だけの施設がこの条例に沿って整備されているの

か、また、歩道などを含め、まちそのもののバリアフ

リーがどのぐらい進んでいるのか、私が生活する周

辺を考えると疑問に思いました。

２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピックの

開催に向けて、国際観光の振興を平成２６年から

重点目標として進めてこられていますが、２０２０年

までにもっとユニバーサルデザインを取り入れたま

ちづくりを進め、高齢者や障害のある人にやさしい

まちを実現してもらいたいです。全ての人にやさし

いまちであることをアピールできれば、世界から奈

良県を訪れる人々がふえ、十分に楽しんでいただ

くことができるのではないでしょうか。

そこで、知事にお尋ねします。

奈良県のユニバーサルデザインを取り入れたま

ちづくりについて、どのようにお考えかお聞かせく

ださい。

○井尻議員

１２番、井尻紗恵子です。ならまちの位置づ

けについてお尋ねします。

（育英西高等学校 井尻紗恵子議員）

私は、奈良市のホームページで、なら・まほ

ろば景観まちづくり条例というものがあること

を知りました。その内容は、ならまちの歴史的

な町並みを生かし奈良にふさわしい魅力のある

景観をつくり出していこうというものでありま

した。奈良県には奈良市のほかに城下町である

大和郡山市や橿原市今井町や寺内町、石舞台古

墳、十津川村の温泉郷など、京都府とは違う、

県全体での歴史文化を生かした観光立国として

の価値が十分にある県です。

そこで今回、私は、身近な観光地であるなら

まちに焦点を当ててみました。猿沢池を中心と

するならまちは、奈良の観光の中心となるべき
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だと思います。しかし、今の現状はどうでしょ

う。私が実際にならまちへ訪れたとき、多くの

観光客は東大寺や奈良公園へは赴きますが、な

らまちに足を運ぶ人が多くはなかったです。京

都は、外国の方が観光しやすいように英語表記

の標識や、景観を損なわないように木材の看板

をつくり、観光客を呼び寄せています。しかし、

ならまちへ続く道はわかりにくく、新興住宅地

やマンションが建設され、観光客にならまちの

魅力を体感してもらう環境にはなっていませ

ん。私は、この状況を変えていく必要があると

思います。

私が実際にならまちを歩いて感じたのは、シ

ャッターがおろされた建物が多く観光地として

の雰囲気がありません。観光地としての魅力を

出す一つの手段として、そのような場所を再利

用するとよいのではないかと考えます。建物を

改装し、テナントの募集をかけ、奈良独特の特

産物を売るお店や飲食店に変えるなどして、も

っと観光客に楽しんでもらえるようなまちづく

りにするべきだと私は思います。また奈良には

小さなイベントが多いですが、その宣伝がどこ

までできているのでしょうか。もっと奈良にい

ろいろな人に来てもらうためには、アピール力

も大切だと思います。

石川県金沢市は、北陸新幹線がつながるとい

う機会を生かし、伝統工芸である金箔技術を売

りに観光客を魅了しています。奈良県にもこれ

ぞ奈良と推していくものが必要であると考えま

す。奈良県の魅力とする産物を積極的に推奨し

ていくべきだと考えます。

そこで知事にお尋ねします。

ならまちの開発はどのように進めようとして

いるのか、お聞かせください。

終わります。

○荒井知事

育英西高等学校ご出身の両議員、２人の議員か

らのご質問がございました。西田議員のご質問は、

ユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりとい

うテーマでございます。

ユニバーサルデザインということは大変重要な概

念でございますが、高齢者を中心におっしゃい

ましたが、高齢者のみならず障害者あるいは外国

人の方も含めまして、どのような人にもわかりやす

い、使いやすいようなまちにしようと、初めて訪れた

地域でもくつろげるまちにしようということを目標に

した概念がユニバーサルデザインでございます。

奈良県におきましては、障害のある方も高齢者

も自由に快適に行動できるような生活環境の整備

を努めておりますが、平成７年から奈良県住みよい

福祉のまちづくり条例ということに向かって努力をし

ております。

その後世の中が進んでまいりまして、外国人の

方が多く日本に、この奈良に訪れられるようになり

ました。またおっしゃられましたように、高齢者の方

もふえてまいりました。行かれるところは、公共的な

施設のみならず病院や劇場、また東大寺のような

お寺、また交通機関など、いろいろなところに出か

けられるわけでございます。そのような施設が動き

やすいように安全につくってあるかどうかが、ご質

問の趣旨でございます。

県の施設あるいは公共的な施設につきまして

は、ユニバーサルデザインの観点が大幅に取り入

れられております。先ほどおっしゃられました社寺

とか鉄道の駅は、民間の施設でございますので、

なかなかエスカレーター一つにしてもつけてもらえ

ない状況でございます。これが行政の課題というこ

とでございます。

世の中の施設には、公的な主体が保有し管理し

ている施設と民間の主体が管理、保有している施

設が２種類ある。公的な管理の施設についてのユ

ニバーサルデザインももちろん大事でございます

が、これは比較的進んでいるように思いますが、民
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間の施設のユニバーサルデザインはなかなか進ん

でいないのが実情でございます。多くの方が利用

される施設は、民間の施設が多いわけでございま

す。そのような施設を例えば点字ブロックにしろエ

スカレーターにしろ、車椅子の方が利用しやすい、

あるいは視覚障害者の方が安心して線路に落っこ

ちないようにするといったようなことは、まだまだして

いく必要がございます。とりわけ奈良のように外国

人が多く来られる地域におきましては、そのような

ユニバーサルデザインに基づいた人にやさしいま

ちというのはますます重要になってきていると思い

ます。

今申し上げましたように、県の施設、奈良県議会

で議決をいただいて予算措置で施設の整備、改

良ができるわけでございますが、まちの中の民間の

施設に対しての手の出し方が少しおくれてしまうと

いう傾向がございます。地域の住民の方々、多くの

住民の方、また事業を展開されている方がユニバ

ーサルデザインの必要性をもっと認識をして、理解

していただくとありがたいと思うところでございます。

二つ目のご質問は、井尻議員のご質問でござい

ます。ならまちをどのようによくしようとすればいい

のかという観点からのご質問でございます。

とりわけならまちは、昔の風情が残っている町並

みでございます。古い歴史的な町並みを利用し

て、多くの方が訪れられる奈良観光の一つの魅力

あるスポットにしていくべきだというふうに思っており

ます。

大変、奈良公園に近いところでございます。今ま

でならまちは、なかなか、どちらかといえばお客の

訪れる方が少なく減少してくる傾向がございました

が、最近は、大変にぎやかになってきております。

これは、ならまちのリーダーの方が長年努力をされ

てこられたおかげだというふうに思っております。

行政も奈良市も県も、まちのリーダーをお助けす

る意味からも周りの整備に努めております。猿沢池

が近くにございますが、猿沢荘という宿泊施設がご

ざいましたが、今、外国人観光客交流館、猿沢イン

としてリニューアルオープンをし、ウッドデッキ広場

を整備するなどしております。これは公的な施設で

ございますが、議員がおっしゃられましたのは、ま

ち全体が管理がよくなるようにどうすればいいかと

いうご質問でございます。案内とか説明をよくする

のも一つでございますし、店、店の感じをよくするよ

うにするのも大事なことでございます。

また、例に挙げられました京都とか金沢は古いま

ちを生かしながら、まちの人が営々と長年にわたり

努力をされてきた結果でございます。有名になるよ

りも、いいまちをつくる努力をするほうが、要は手っ

取り早い。いい観光地になるのには、有名になるよ

りもいいまちをつくるのが手っ取り早いというふうに

思います。

ならまちも、奈良の観光地がグレードアップする

ためには、大変重要な地域であると認識をしており

ます。奈良の魅力の一つに、ならまちの魅力がつ

け加えられつつあることを大変喜んでいるわけでご

ざいます。ならまちの魅力は、どんどん増している

ことを実感しております。我々、まちの人と協働し

て、ならまちを雰囲気のいいまちにしていきたいと

考えています。

ご質問ありがとうございました。

○吉田高校生議長

次の質問を行います。

次に、青翔高等学校、１６番、黒上聖泰議員、１

７番、小森湧生議員、１８番、東晴菜議員に発言を

許します。

○黒上議員

奈良県青翔高等学校、１６番、黒上聖泰です。

景観・環境の保全と創造についてお尋ねします。

（青翔高等学校 黒上聖泰議員）

奈良県は、歴史的な建造物が多く、かつ美しい

自然もたくさんあり、魅力のある土地だと思います。
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しかし、残念ながら、その美しい景観や環境が十分

に守られていないように感じます。

僕が通っている学校は、県内のいろいろな場所

に実習に出かけることがあるのですが、実習先で

は奈良の自然の美しさに感動する一方、ふと足元

に目をやると、ポイ捨てされたごみを見つけ残念な

気持ちになります。また電車の駅などに設置されて

いるごみ箱も分別がしっかりできておらず、さまざま

なごみであふれている光景も目にします。

先日、とあるニュースで徳島県上勝町の環境対

策を知り、驚きました。上勝町は、人口およそ２,００

０人の小さな町ですが、ごみゼロの町として国内外

から注目されています。この町は、ごみゼロ（ゼロ・

ウェイスト）宣言を日本で初めて発表しました。この

町の取り組みの特徴として知られるのが、３４種類

にもわたるごみの分別です。徹底してごみの分別

を細かく行うことで、リサイクル業者が引き取りやす

くなり処分にかかるコストが大幅に削減されます。ま

た、そのまま使える古着や食器などはくるくるショッ

プというリユース推進拠点に集められ、村内外の誰

でも自由に持ち帰ることができるという取り組みをさ

れておられます。そのまま捨てれば手間が省けま

すが、処分に費用がかかる上に環境への悪影響も

あります。しかし視点を変えて、それらを資源として

再利用する、または捨てずにそれらを必要とする

人たちが引き継いで使い続けていくという発想に

感銘を受けました。

このように分別してリサイクルを促進する取り組

みが、町民の意識を変え、暮らしている場所を快

適に保とうという行動を後押しするのではないかと

思います。また外部からも注目を浴び、町の存在を

アピールすることができます。

そこで知事に質問です。

徳島県の上勝町のように、奈良県も景観や環境

を保つために新しい試みが必要だと思います。長

い歴史と豊かな自然を持つ奈良県をさらに美しい

土地にしていくためには、リサイクルの促進は重要

な課題の一つだと思います。各市町村の取り組み

と県が行っている取り組みは違うと思うのですが、

今後、奈良県ではごみのリサイクルについてどのよ

うな取り組みをされるのでしょうか。魅力ある奈良県

づくりをするために、ごみとの向き合い方につい

て、知事のご意見をお聞かせ願います。

これで終わります。

○小森議員

１７番、小森湧生です。スポーツの復興について

お尋ねします。

（青翔高等学校 小森湧生議員）

誰もが、いつでも、どこでも、運動・スポーツに親

しめる環境づくりというのが奈良県の目指す姿だと

奈良県のホームページで拝見しました。しかし実際

のところ、小さな子どもから大人までが楽しく運動・

スポーツができる体育館やグラウンドなどの自由に

使える施設が他府県に比べて少ないように思いま

す。都道府県の多目的運動広場の施設数は、大

阪府が２,０７７カ所の施設があることに対し、奈良

県は県内には５０３カ所しかありません。人口の差

によるものかもしれませんが、それでも運動ができ

る施設は少ないのではないでしょうか。

また施設の数が少なくても、使用許可の手続を

とらなければ使用できない体育館などの施設に開

放日を設け、日中、誰でも使用できるようにすること

は、県民の運動促進につながると思います。誰で

も好き勝手に使用するのではなく、インストラクター

や施設の職員さんの管理のもとで運動をすること

で、けがのリスクを減らし、かつルールを守ってみ

んなで安心して体を動かすことができると思いま

す。

さらに体育館のような大きな運動施設でなくて

も、今、人気が増しているテニスコートをふやした

り、バイパスや高速道路のそばの空き地にバスケッ

トボールやフットサルなどのコートをつくったりする

ことで多くの人が手軽に運動することができ、奈良
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県の目指す姿に近づくのではないかと考えていま

す。現状では、まほろば健康パークなどの大型運

動施設が建設されましたが、さらに県内各地でさま

ざまなスポーツに親しめる環境が整っていけばい

いのになと感じます。

そこで知事に質問です。

県民が気軽に運動に取り組めるように、運動施

設の開放や新たな施設の設立をするべきだと考え

ますが、このことについての知事のお考えをお聞か

せください。

○東議員

１８番、東晴菜です。大規模災害時の対応、

対策についてお尋ねします。

（青翔高等学校 東晴菜議員）

近年、我が国で大きな地震が続いて起きてお

ります。連日のように、多くのメディアで取り

上げられております。先日、全国地震動予測地

図も更新され３０年間で震度６弱以上の確率が

全国的にも上昇しており、奈良市でも２％上昇

し、６１％になっていることがわかりました。

奈良県には主要な２本の活断層が存在し、県北

部の地盤がやや軟弱なため周辺より揺れが強く

なる可能性があります。

また海溝型地震では、この先３０年以内に南

海トラフ巨大地震が起こる確率が非常に高いと

も言われています。朝日新聞デジタルによる内

閣府の被害想定では、奈良県内で死者１,７０

０人、全壊建物４万７,０００棟、被害総額は

３兆４,０００億円にも上ると予想されていま

す。県内の地震災害を考えると、山間部に多数

集落が存在するがゆえの土砂災害や孤立集落へ

の対応も考えておかなければいけないと思いま

す。

最近の大きな地震では本年４月１４日に熊本

地震がありましたが、その被災地の中で、ごみ

等が路上に山積みになっているという現状があ

りました。その対応も考えておかなければいけ

ないと思います。

さらに、その中で特に生ごみに関しては、ハ

エや蚊が多く発生しさまざまな病気を媒介する

おそれがあるということです。このような場合、

避難所生活をしておられる方においては集団で

の衛生面のリスクも考えなければならないと思

います。

そこで知事にお尋ねします。

県では、南海トラフ巨大地震や直下型地震が

起こった場合、山間部の土砂災害や孤立集落へ

の対応、また災害時のごみ処理の対応、さらに

避難所生活における被災された方々への衛生面

でのケアについて、県はどのような対応、対策

をお考えなのか、知事のご意見をお聞かせ願え

ますでしょうか。

終わります。

○荒井知事

青翔高等学校の３議員の方々からご質問があり

ました。

最初のご質問は、黒上議員のご質問でございま

すが、ごみの処理についてのご質問でございま

す。ごみを発生させない、また、リサイクルをしてリ

ユースするごみの処理の仕方に知恵を出すべきと

いう趣旨のご質問であろうかと思います。

まず、ごみが出てきた場合に、その処理は誰が

するのかという点につきましては、市町村がされて

おられます。ごみの引き取りを車が走りますが、市

町村の清掃公社とか市町村が直接されるごみの収

集車でございます。それを集めて分別して、燃やし

たりリサイクルされるというのがどの地域でも行われ

ておりますごみ処理の一般的な形でございます。

もう一つは、ごみの出るのをできるだけ抑制しよう

と、あまりごみを出さないようにしようということは、こ

れは各ご家庭の行動によるわけでございますが、こ

れはご家庭のご理解を促すように働きかける必要
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がございます。

県では、奈良できれいに暮らそうということを標

語に、ごみの処理は市町村がされるにしても、今ご

み処理場の新しくつくり直す負担が大変高く、厳し

くなっておりますので、広域でごみ処理場をつくら

れる場合には、県がその財政負担の４分の１を補

助するスキームをつくりました。そういたしますと、

合同でごみ処理をいたしますと、少し遠くの処理場

へ他の市町村から運び込まれるわけでございます

が、ごみ処理施設の更新については非常に大きな

節約ができることがわかりました。天理市で計画さ

れております広域ごみ処理場は、建設費が１００億

円も節約されますし、年間の運営費も数億円、１０

億円近く節約されることがわかってまいりました。県

は、そのような市町村の努力に支援をする方式をと

り始めております。

きれいに暮らすためには、ごみが町の中で目に

つかないように適切に処理をされることが必要かと

思います。これは地域の方の協力が必要なわけで

ございますが、きれいに暮らす奈良県、ごみの処

理だけではございませんが、川の水もきれいにした

いし、看板もきれいにしたい。目に入るものがきれ

いになっていると、大変暮らしやすい地域になりつ

つあります。大都市と違ったよさがある奈良県でご

ざいますので、きれいに暮らす取り組みを今後とも

さらに積極的に進めてまいりたいと思います。

次は、小森議員のご質問でございます。

スポーツ施設の充実、また、その利用の開放に

ついてのご質問でございます。県民の方がより多

く、また身近にスポーツができる機会があるようにと

いう意思が強く込められております。

スポーツ施設を例えば大阪府との比較でおっし

ゃられましたが、スポーツ施設には大きなものと小

さいもの、また公的な施設と民間の施設がございま

すが、大都市は、大きな施設、人口が多くて人が

集まりやすい、また民間の施設が多く、プロ野球の

球場などは民間の施設があるのが実情でございま

す。奈良県のような地域におきましても、スポーツ

環境が充実するようにというふうに思います。スポ

ーツ施設は、そのうちの一つでございますが、身近

なところでスポーツができる環境、またスポーツを

誘っていただける人、リーダー、地域のスポーツリ

ーダーが必要なものだと思います。施設があっても

仲間がいないと、いろいろなスポーツができないの

がスポーツでございます。

奈良県では、総合型スポーツクラブの育成に心

がけております。ここ５、６年でスポーツクラブの数

が随分ふえてまいりました。学校のスポーツとまた

違って、地域のスポーツの展開の場ということでご

ざいますので、奈良県でも小学生、中学生、高校

生の方がスポーツクラブに入っておられます。学校

に保健体育でされますと、学校を変わられたりしま

すと、そのクラブのコーチ、先生がいなくなるので、

途切れてしまう傾向が結構強いわけでございます。

スポーツクラブで活動されますと、また自分ででき

るスポーツ、壁打ちでございますとか、ランニング、

ウオーキングでございますとか、あるいは水泳でご

ざいますとか、身近でスポーツができる環境をつく

っていきたいと思っております。

またスポーツイベントをいたしますと、それを目標

にスポーツのトレーニングをされる県民の方がふえ

ております。奈良マラソンを実行いたしますと、奈

良マラソンで活躍、完走するために走る方がふえ

てきているわけでございます。

また、学校の運動場や体育館の無料開放も進ん

できております。県立学校や市町村立小学校で

は、そのようなことを随分していただいております。

スポーツ施設を開放した場合の管理という課題は

ございますが、学校の先生のご理解を得て学校の

スポーツ施設が地域の人たちに開放されてきてい

るのが実情でございます。

より大きなスポーツ施設が必要ではないかという

声がございます。奈良県はプロスポーツがなかった

県でございますが、徐々にできてきております。ま
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たオリンピックに向けて、県のスポーツの意識が高

まるようになっているところでございます。オリンピッ

クにおきましても柔道あるいはバドミントンなどで、

奈良県でスポーツをされた方が活躍されることが報

道されております。奈良県は、スポーツが決して盛

んでない県ではございません。スポーツに対する

意識は、強い県でございます。人的な面、また施

設的な面でスポーツ環境の充実に取り組んでまい

りたいと思っております。

東議員のご質問がございました。大規模災害時

の対応、対策についてのご質問でございます。

いろいろなタイプの災害がございますが、紀伊

半島大水害では土砂災害の被害がございました。

その教訓を受けまして、土砂崩れが起こっても、ま

た地震が起こっても、大水害が起こっても、備えを

十分にできるようにということを目指して年々努めて

おります。土砂災害につきましては、奈良県は、南

部を中心に土砂災害が頻発する地域でございま

す。水害も大和川の水害に備えが必要な状況でご

ざいます。また地震は、熊本においてわかりました

ように、どこでいつ発生するかわからない、想定外

の災害が発生する可能性があります。

災害が起こったときの備えにつきましては、議員

からいろいろご指摘ありましたように、生活が継続さ

れるように、生活継続が大きな課題でございます

が、その前に、命を助けようというのが何よりも大事

なことでございます。生活の継続のためには、臨時

の避難所、また仮設住宅、住居が要りますし、その

際には、ライフラインと呼ばれております水道でご

ざいますとかトイレ、また、ごみ処理の施設も必要

でございます。どのような場所に避難するか想定し

て、避難場所を決めておくのが普通でございます。

市町村ごとに、この地域の人はここに避難するので

すよということを決めていただいております。また避

難された場所での生活の維持のためには、今申し

上げましたライフラインのほかに、健康、公衆衛生

の維持も必要でございます。保健師の配置、健康

相談などの、また感染症の予防などが必要でござ

います。そのような想定をしながら、訓練を毎年し

ております。地域ごとで意識が高いほど存命率、命

の助かる率、またその後の生活が容易、また復旧・

復帰が早くなる傾向がございますので、地域で備

えを重ねるように努めているところでございます。

ご質問、誠にありがとうございました。

○吉田高校生議長

次の質問を行います。

次に、二階堂高等学校、２４番、今浦真優議員、

２２番、石崎諒子議員、２３番、植田健太議員に発

言を許します。

○今浦議員

二階堂高等学校、２４番、今浦真優です。在宅

高齢者を支える家庭の負担を軽減するための施策

についてお尋ねします。

（二階堂高等学校 今浦真優議員）

高齢化社会を迎えた現代社会において、奈良

県総務部知事公室統計課編集の奈良県のすがた

平成２７年度版によると、奈良県内の６５歳以上の

高齢者の割合が年々増加していることを示してお

り、平成２７年度の６５歳以上の人口は３７万９,９２９

人となっています。二階堂高等学校では、天理市

内の医療・福祉の複合施設で１年生全員参加のイ

ンターンシップを６月と１０月に実施しています。高

齢者の方と接し、実際に介護の仕事を体験させて

いただき職員の方と話をする中で、介護サービス

の現状や問題点を目の当たりにしました。

さらに私たちは、高齢者福祉の現状や課題を知

るようになっただけでなく、施設に入所していない

高齢者を介護する家族の方々はどうされているの

かについても考えるようになりました。介護の現場

では、元気な高齢者の方だけでなく、認知症の方

やコミュニケーションがとりにくくなっている方もおら

れます。奈良県のすがた平成２７年度版では、老
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人福祉施設の定員が８,６５０人となっており、６５歳

以上の高齢者の方の人数を大きく下回っていま

す。健康な高齢者の方ばかりではない中、在宅の

介護で高齢者を支えている家族の方もたくさんお

られるはずです。在宅介護の世帯数は、私たちも

調べましたがわかりませんでした。また在宅介護の

家族の方は、仕事を続けることも難しくなるなど、経

済的にも厳しい状況になっているのではないかと

考えられます。さらに介護の質も含めて、施設に入

所するか在宅介護を受けるかの選択ができないと

いうことも問題となっています。

そこで知事に伺います。

在宅高齢者を支える家庭の負担を軽減するた

め、どのような施策が必要か、知事の考えをお聞か

せください。

○石崎議員・植田議員

２２番、石崎諒子です。２３番、植田健太です。

生涯学習社会における学校の役割について、

お尋ねします。

（二階堂高等学校 石崎諒子議員・植田健太議員）

○石崎議員

私たちが使用している現代社会の教科書の中

に生涯学習についての記述があり、生涯にわたっ

て学び続けることの重要性について書かれていま

す。文部科学省のホームページによりますと、生涯

学習社会とは、人々が、生涯のいつでも、自由に

学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が

適切に評価される、平成４年生涯学習審議会答申

のような社会であるとされています。平成１８年１２

月に可決、成立した改正教育基本法第３条におい

ても、新たに、国民一人ひとりが、自己の人格を磨

き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯に

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において

学習することができ、その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければならないとさ

れており、生涯学習の理念として、生涯学習社会

の実現に努めることが規定されています。今の日

本が長寿社会となる中、仕事や生活に生かす勉強

だけでなく、各個人が生涯にわたって学ぶ機会を

持つことが生活の向上につながるのだと考えます。

○植田議員

生涯学習のための場、地域コミュニティーをつな

ぐ存在として、学校の存在があると思います。学校

は、災害の際の避難所としての施設利用は知られ

ていますが、その他については、体育施設の開放

以外は十分に活用されていないのではないかと感

じています。私たち二階堂高等学校は、ことし創立

４０周年を迎え、生涯学習の観点から地域の皆様

に感謝の気持ちを込めて、創立４０周年記念行事

としてマネー講座や歴史講座などを企画していま

す。これ以外にも、絵画、書道などの夏休み子ども

教室を開催しました。また８月２３日には、天理市立

西中学校と共同開催の音楽と花火のイベントを行

います。数年前には、高校が地域の方々に学びの

場を提供する、まなびースクールというものがあっ

たと先生から聞きましたが、私は、今後も地域に開

かれた取り組みが学校で行われるべきだと考えま

す。

そこで教育長にお尋ねします。

生涯学習社会を実現するために学校がより地域

に開かれ、地域コミュニティーの拠点としての役割

を果たすべきだと考えますが、このことについて、

今後どのような取り組みを行おうとされているのか

お聞かせください。

終わります。

○荒井知事

二階堂高等学校の議員の皆様のご質問にお答

えいたします。

最初に、今浦議員のご質問がございました。在

宅高齢者を支えるご家庭の負担を軽減する施策に

ついてのご質問でございます。
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要介護者、また、認知症の方々への手当てだけ

でなく、そのご家族に対する負担軽減について着

眼されたのは大変すばらしいように思いました。高

齢になられますと、誰もが住みなれた地域で暮ら

し、そして自宅で終末を迎えたいと思われているよ

うに思います。どのように弱っていく体の健康を支

えながら、どのようにそういうことができるのかという

のが、日本の今、最大の課題でございます。また、

その支えるご負担を家族のみでなく、家族以外の

人がお役に立つ道はないかということでございま

す。

そのような健康が弱くなられた方は施設に入られ

ることが多かったわけでございますが、自宅を離れ

て病院、またその後、施設に入られると、暮らしな

れた自宅で終末を迎えたいという願いから遠ざか

ってしまうものでございます。そのかわりに、できれ

ば地域でお世話をして、自宅の近く、また近所の

人との交流、交際を続けながら、生活を最期までし

ていただくことがかなわないかというのが、今、本県

だけでなく、各県各地域が取り組んでおられること

でございます。地域包括ケアシステムと呼ばれてお

りますが、地域で健康がだんだん弱られる方のお

世話をしようということでございますが、お世話をす

る人は、ご家族以外には、お医者さんももちろんあ

りますし、看護師の方、保健師の方、栄養士の方、

歯科医師の方、いろいろな方が、ケアマネジャーと

言われる方々がお世話をして、その年々変化する

体の様子を具体的に支えるケアプランというのをつ

くられて、世話をさせる、していただく仕組みになっ

ております。

ただ、どのようにすればいいか、各地域でなかな

かそのシステムができ上がるまでには至っておりま

せん。多くの関係者がおられるわけでございますの

で、一人で全部のお世話はできないわけでござい

ます。家族にかわるものがなかなかないのが実情

であるわけでございますが、地域のいろいろな方が

寄って、集まって連携、協働しながら、高齢者とそ

のご家族を小さな地域で支えていけるような仕組

みを今つくろうと努力をしているところでございま

す。高齢者の方とそのご家族も含めた地域の健康

生活を支える努力を今後とも続けさせていただきた

いと思います。

二つ目は、教育長へのご質問でございますので

答えるといけないわけでございますが、一言だけ教

育長のお許しがあれば申し上げたいと思います

が、生涯学習というのは大変重要なことで、また、

それに着眼されたご質問に敬服いたしますが、皆

様、どういう気持ちで今、学習をされておられるの

でしょうか。今の学習は大事でありますが、学習は

一生、学ぶことは一生できますので、今の時期で、

一生学び続けるのだという意思をぜひ強く固めて

いただきたいと思います。

また学ぶことは、先生から教えられることとまた違

っております。自発的、自主的にものを追求すると

いう姿勢が学びの原点であろうかと思いますので、

そのような学び方をぜひ生涯続けていただきたいと

いう希望を一言申し添えさせていただきます。

私に対するご質問をありがとうございました。

○吉田教育長

県立二階堂高等学校、２２番、石崎諒子議員、２

３番、植田健太議員の生涯学習社会における学校

の役割についてのご質問にお答えをいたします。

先ほど知事が申し上げましたように、やはり私

も、それから教員も、生徒の皆さんも、一生涯学び

続ける、そのことが大変大事だと思っております。

誰もが生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場

所において学習をする、その成果を生かしていく、

そんな生涯学習社会を実現するということは、県民

一人ひとりが豊かな人生を送るためにも非常に大

切なことであると思っております。

県教育委員会では、現在、地域と共にある学校

づくりを進めており、子どもを中心に据えた学校と

地域の連携によって、子どもの育ちにとどまらず大
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人の学びの拠点を創造し、地域のきずなを深める

取り組みを推進いたしております。

特に、小・中学校におきましては、地域の文化、

また伝統芸能の伝承など、地域の人たちに自分の

持つ知識や経験などを学校教育の支援に活用し

ていただく、そのことで、学校を核として地域のネッ

トワークが形成をされ、地域の活力の向上にもつな

げているところでございます。

また県立学校においては、今年度より高校生社

会参加促進事業を実施しておりまして、高校生の

皆さんに次世代を担っていただくために、例えば

林業を中心とした地域産業の活性化に向けた取り

組みを行っている学校、また老人ホームへの訪問

等を通じて社会福祉の学習に取り組む学校、さら

に地域の新たなまちづくりに積極的に参画をして

いる学校など、各学校ごとに地域に学ぶさまざまな

取り組みを行っております。

現在は、高校生の皆さんが地域に参加をする、

こういった取り組みが中心でございますけれども、

この事業をさらに充実させるために、県立学校を地

域コミュニティーの知(地)の拠点として、例えば地

域の方々と生徒の皆さんがともに県立学校で学ぶ

機会をつくったり、ともに地域の活性化に向けた取

り組みを議論する、そんな場をつくったりすることを

通じて、高校生の皆さんに教科学習だけでは得ら

れない、社会で生きていく上での実践的な学びと

なるように、今後努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。どうもありがとうございました。

○吉田高校生議長

再質問はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、しばらく休憩します。

午後２時２４分 休憩

午後２時３７分 再開

○健山高校生議長

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（青翔高等学校 健山ありさ議員）

次にろう学校、１番、藤原直斗議員、２番、伊藤

鮎美議員に発言を許します。

○藤原議員

県立ろう学校、１番、藤原直斗です。奈良県の手

話言語の普及と推進についてお尋ねします。

（ろう学校 藤原直斗議員）

私たちが通う奈良県立ろう学校では、県内でた
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だ１校の聴覚障害者である幼児児童生徒のための

学校です。その学校で、私たちは幼児期より手話

を使ってコミュニケーションし、同じ障害の仲間との

きずなを深めながら、手話環境のある学びの場で

学習や就職など、自分の将来に夢を持ち、聞こえ

ても聞こえなくても、対等に社会の一員として活躍

できるようになりたいと思っています。

しかし実際では、手話の壁という厳しさに直面す

るのです。一般に聴覚障害者の離職率が高いと言

われているように、私たちの先輩方も進路先で情

報を正しく共有できず、疎外感を感じたり人間関係

で悩んだり苦しんでいると聞いています。そのこと

を考えると、卒業後の進路についても不安を感じま

す。私たちは聞こえないだけで、話ができないので

はありません。聞こえる人たちと話す手段が違うだ

けです。私たちは聞こえる人が外国人のように感じ

ます。すぐ近くにいても遠い存在であるように感じ、

そこには壁があります。その壁をなくし、もっとたくさ

んの頼り合える、支え合える、共感し合える仲間が

欲しいのです。そのために私たちは、聞こえる人た

ちにお願いしなければなりません。それは、手話を

言語としてなれ親しんでもらいたいということです。

現在、ろう学校では、地域の学校との交流以外

に地域の自治会との交流の機会を設け、生徒会を

中心に地域の行事に参加したり、逆にろう学校の

行事に参加していただいたり、地域と連携、協働

し、啓発活動を実施しているところです。昨年、神

戸市みんなの手話言語条例が施行された神戸市

では、聴覚障害者と健聴者が手話を介して友達に

なる、ともに生きるをテーマに交流を育むスポットが

設けられています。

このように、聴覚障害者が気軽に参加できるサ

ークルや地域社会での手話を学ぶ環境や憩いの

場がもっと広がれば、聴覚障害者に対する県民の

理解や意識も高まり、手話や筆談によるコミュニケ

ーションにもっとなじみが感じられるようになるので

はないでしょうか。

２０１３年に手話言語条例が制定された鳥取県で

は、今、手話の普及、推進が行われています。地

域や企業での手話学習のほか、教育の場で、小・

中・高等学校において手話教材が一斉に配布され

手話を学ぶ学習が始まるなど、学校教育での手話

の普及がうかがえます。

そこで知事にお尋ねします。

知事は、奈良県の手話言語の普及、推進につ

いて、どのようにお考えでしょうか。そのお考えをお

聞かせください。

以上です。

○伊藤議員

２番、伊藤鮎美です。奈良県の聴覚障害者の

情報保障及び高齢化に伴う福祉支援についてお

尋ねします。

（ろう学校 伊藤鮎美議員）

平成１８年度厚生労働省の調査で、日本の聴覚

障害者は１８歳以上で３４万３,０００人、１８歳未満

で１万５,８００人です。およそ１,０００人に３人が聴覚

障害者であることが統計の結果からわかっていま

す。

奈良県総人口で換算すると、奈良県の場合、約

４,０００人が聴覚障害者であると推定されます。

高齢化に伴う老人性難聴を考え合わせると、日

常生活での聴覚障害を視覚情報で補うバリアフリ

ーが必要だと考えます。例えば電車が緊急に停止

した場合、電車内のアナウンスは音声だけで、何

が起きたかわからず電車が動き出すまで待ってい

たこともあります。とても不安な気持ちになりました。

日常生活では、公共施設や駅構内、車内などの案

内表示も不足しています。

さらに映画館では邦画にはほとんど字幕はなく、

ほかにも文化ホールなどの催し物や子どもの遊び

場など、字幕や案内板など文字伝達手段が少な

く、安全に楽しむことができません。

私たちの学校には演劇部があります。私も部員
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の一人として活動してきました。その中で私たち

は、自分の表現を伝えるために、これまで手づくり

で文字投影を行ってきました。でも逆に私たちが見

たいというお芝居があったとしても、字幕がなけれ

ば楽しむことはできません。

視覚情報が必要な人にとって、文字情報というも

のはとても大切ではないかと思います。どのようなと

きでも、電光掲示板など視覚的な伝達手段によっ

て迅速に対応できる環境が必要です。平成２６年

度総務省の調査による都道府県別インターネット

利用率において、奈良県は全国平均以上という統

計があります。この統計からもうかがえるように、新

たな可能性としてＩＣＴをもっと活用した情報支援が

考えられます。例えば遠隔手話通訳サービスや、

さらには音声を文字などで中継支援する福祉情報

サービスや音声変換システムの充実などが挙げら

れます。聴覚障害者の職域も広がるだけでなく、高

齢性難聴の高齢者にも迅速に情報を提供でき、さ

らに聞こえる聞こえないに関係なく情報を共有でき

るようになると思います。

昨年、奈良県では、奈良県障害のある人もない

人もともに暮らしやすい社会づくり条例が制定され

ました。その条例を推進していくためには、障害者

への情報の平等かつ安定的な提供が欠かせませ

ん。

そこで知事にお尋ねします。

聴覚障害者の情報保障及び高齢化に伴う福祉

支援について、どのようにお考えでしょうか。その

お考えをお聞かせください。

○荒井知事

県立ろう学校の藤原議員と伊藤議員のご質問が

ございました。ご質問ありがとうございました。

ご質問の基本的なところは、県民の、あるいは周

りの人の理解をどのように醸成するか、また介在

者、情報保障、情報を伝え、また伝えられることの

介在者、またその助ける手段をどのように確保する

かというのが中心でありましたが、多分もう一つ、聴

覚障害者の方の表現あるいは意思の発表につい

ての環境整備ということも大事かというふうに思いま

す。

昨日、文化庁の会議で、来年度、奈良県が行い

ます国民文化祭と障害者芸術文化祭の説明をし

てまいりました。国民文化祭と障害者芸術文化祭

を一体開催するのは、来年の奈良県が初めてでご

ざいます。９月の初めから１１月末まで３カ月間、全

く同じ期間で、同じ交流の場所で展開するわけで

ございますが、その説明に対して、国民文化祭の

検討委員会に入っておられる委員の方々から強い

賛同の意見が寄せられました。強く期待が集まった

ものでございます。

来年の国民文化祭・障害者芸術文化祭の４つあ

りますテーマの一つが、障害のある人とない人のき

ずなを強くということでございます。同じような場で

同じようなことを一緒にするということを基本にして、

この文化祭を実行していきたいと思っております。

ご質問の内容に対してでございますが、手話の

普及という点が大きなテーマでございます。意思を

伝え合うための手話というのは、言語の一部だと理

解をしております。その手話による意思疎通、コミュ

ニケーションのとりやすい環境整備は大事かと思っ

ておりますし、その手話によるコミュニケーションに

対する県民の理解も必要なことだと思っておりま

す。

平成２４年度、４年前に県では聴覚障害者支援

センターを設置いたしまして、手話通訳者の養成、

派遣などの支援に取り組んできております。手話の

会話ができるだけ日常ありふれた会話のパターン

になるように、またそのような理解が深まるように、

議員がおっしゃられました鳥取県のあいサポート運

動にも奈良県は参加をしております。あいサポート

研修も実施をしておりますが、県民の方々が手話

を学ぶ機会がふえてきているわけでございます。

障害のある人、また高齢者など、手話を通じてコミ

ュニケーションができるように努めてまいりたいとい
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うふうに思います。

伊藤議員のご質問は、そのようなコミュニケーシ

ョンの重要性の中で、情報保障という概念をお使

いになりました。情報保障は、人間が生きていく上

で、健常者も含めて、極めて大事な、我々の社会

を成り立たせる基本的な仕組みであろうかと思いま

す。それぞれ人間が自立して社会とかかわりを持

つために、情報の保障がどのような手段であろうと

も大事なことかというふうに思っております。

先ほど申し上げました県の聴覚障害者支援セン

ターにおきまして、いろいろな手段の情報保障の

支援をしているところでございます。また、いろいろ

な県の主催する会議やイベントにおきましても、事

前に参加者のご要望を聞きながら、手話通訳者や

要約筆記者を派遣しているところでございます。こ

のような風景が一般的になるのも、当然のように展

開されることもとても大事でございます。

また、議員が述べられました高齢者になります

と、ものが聞こえにくくなるわけでございますが、そ

のような場合の、そのほかの頭は十分働いて理解

ができるわけでございますから、コミュニケーション

の助けをするというのも大事であろうかと思っており

ます。難聴高齢者も含めまして、情報保障の考え

方を発展させていきたいというふうに思っておりま

す。

最初に申し上げました国民文化祭と障害者芸術

文化祭の一体開催は、健常者の方と一緒にイベン

トに参加していただくいい機会であろうかと思いま

す。例えば手話で表現された、先ほどおっしゃられ

たドラマを映像化して、字幕で展開するといったよ

うなものも考えられると思います。また芸術祭では、

手で触っていろいろな芸術作品を楽しんでいただ

く機会も設けたいと思っております。ハンズオンとい

う手法でございます。いろいろなやり方を通じて、

日常のコミュニケーションだけでなくて、いろいろな

皆様が持っておられます豊かな情感、感情が表現

されて、それが多くの人に伝わるような機会ができ

たらと思っております。

来年度の文化祭の一体開催は、他の県も大変

参考にしております。奈良県の後に続かれます大

分県の文化祭も一体開催を昨日宣言されました。

奈良県が最初に取り組む一体開催が注目をされて

いるように感じました。ぜひ皆様も、どのような手段

で皆様の豊かな情感、感情を伝えることができるの

か、またご相談させていただきたいと思う次第でご

ざいます。

日常生活のご不自由を少しでも軽減できるよう

に、また、そのようなご不自由に対して県民の理解

が進むように、今後とも努めてまいりたいと思うとこ

ろでございます。

ご質問、誠にありがとうございました。

○健山高校生議長

次の質問を行います。

次に、奈良北高等学校、２６番、板澤薫議員、２

７番、松本あずさ議員、２８番、久保田真帆議員に

発言を許します。

○板澤議員

奈良県立奈良北高等学校、２６番、板澤薫で

す。産業構造の改革についてお尋ねします。

（奈良北高等学校 板澤薫議員）

以前、奈良のお土産に関して何にするか困った

経験を友達の間で話題にしたことがあります。奈良

県には、なかなかこれといったお土産が少なく、苦

労することもありました。例えばせんとくんがもっと

前面に出てくるお土産があってもよいかと思いま

す。せんとくんの使用条件を緩めて、奈良の特産

物とせんとくんがコラボしやすいようにはできないで

しょうか。

また、年代や男女を問わず楽しめるのは、やはり

食だと思います。そこで、新しい食べ物の開発にも

力を入れていくべきだと考えます。これはクッキー

やお煎餅といったものではなく、例えば奈良県産
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のイチゴでつくったイチゴジャムを使用したスイー

ツや、大和茶やそうめんを使用した新発想の料理

の開発です。民間企業だけでなく、県でもこのよう

な開発ができないものでしょうか。その一環として、

魅力的な食べ物を集めてＢ級グルメのお祭りを開

発するのはどうでしょうか。さらには、一時的なお祭

りではなく恒常的に営業するグルメ街などをつくる

というのもいいのではないかと思います。

奈良県内でも料理コンテストは開催されていると

思いますが、食の甲子園のような全国的なコンテス

トはないように思います。ご当地自慢の料理コンテ

ストではなく、全国から料理人を集めて奈良県の伝

統食などの特産品を使ったコンテストを行うと、全

国からの知名度も上がるし、新しい食品の開発にも

つながることになるのではないでしょうか。

そこで知事に伺います。

奈良のよさをより広く知っていただくためには、

奈良の特産品や伝統食などを活用したより積極的

な情報発信が必要と考えますが、このことについ

て、奈良特産物を生かした新商品開発など、どの

ような戦略で取り組んでいかれようとしているのか、

お伺いいたします。

○松本議員

２７番、松本あずさです。観光の復興についてお

尋ねします。

（奈良北高等学校 松本あずさ議員）

奈良県の観光について、ある調査によると、奈良

県の外国人訪問者数は全国第１０位であり、このこ

とは本県の強みと言えると思います。しかし、奈良

県の観光地が東大寺周辺に集中し短時間の滞在

である観光客が多く、特にその傾向は外国人観光

客に顕著であり、強みを生かし切れていないと感じ

ました。今後は、宿泊客やリピーターをふやしてい

くことが重要であると思いました。

私は、この課題の解決に向けては外国人観光

客の在県時間を延ばす必要があると思います。外

国人来日者数は、２０１５年には全国で約２,０００万

人と２年間でほぼ倍増しています。外国人観光客

が好む観光スポットとして、厳島神社の大鳥居、京

都の伏見稲荷大社のずらりと並ぶ鳥居や金閣寺な

どが有名ですが、共通するのは、いずれも美しい

写真を撮影することのできる場所であるということで

す。日本を観光する外国人は、日本らしいところを

求めて寺社を訪れ写真におさめようとします。滞在

時間延長策として、奈良の社寺をバックに美しい風

景を撮影できるスポットを西の京や法隆寺付近にも

つくり、社寺を訪れるだけでなくその周辺もゆっくり

周遊しながら写真を撮ることのできる景観を整備で

きるとよいと思います。

ここ数年、着実に来日する外国人数はふえてお

り、特に２０１５年では中国人の増加が著しく２年間

で約３倍になっています。また、２位韓国、３位台湾

と、近隣の国が目立ちます。しかし近隣諸国の経

済の状況がいつまで現状を維持していけるかも不

透明なので、どのような状況でも確実に外国人観

光客を誘致していく必要があります。また、来県す

るアジア諸国の人々を十分におもてなしし、滞在

時間を延ばしてもらうためにも、少しでもいいので

全ての学校で中国語や韓国語の基礎を学ぶ機会

をつくってみるのはいかがでしょうか。挨拶ができる

だけでも、来られる方の印象は大きく違うと思いま

す。

そこで知事にお尋ねします。

外国人観光客の在県時間を延ばし、通過観光

型観光から脱却する必要があると考えますが、この

ことについて知事はどのようなお考えを持っておら

れるのでしょうか。

質問を終わります。

○久保田議員

２８番、久保田真帆です。文化の振興について

お尋ねします。
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（奈良北高等学校 久保田真帆議員）

平成２５年の県民だよりによると、県外への就業

率は奈良県が全国トップ、また総務省の平成２６年

全国消費実態調査によると、奈良県は県外で買い

物をする人の数が日本一多い県となっています。

県全体が休日までもベッドタウン化していると言え

ます。私としては、奈良県民がもっと奈良県で活動

することが多くなってほしいと考えています。そんな

話を友達とする中でよく出てくるのは、奈良県には

スポーツ観戦やライブ会場、遊園地やテーマパー

クなど遊ぶところが少ないということです。奈良には

歴史的な遺産がたくさんあり、奈良公園などには自

然もたくさんありますが、高校生が休日を過ごせる

施設が少ないように感じます。どうしても大阪や京

都に出かけます。

特にライブが奈良で少ないのは、会場の不足に

あると思います。大きなホールが奈良にはありませ

ん。奈良県文化会館国際ホールが１,３１３名、なら

１００年会館大ホールが１,４７６名の収容人数となっ

ていますが、大阪には２,０００人を超えるものが幾

つもあります。ぜひ奈良にも大きなホールやアリー

ナをつくっていただき、芸能人を多く呼べるようにし

てほしいと思います。もちろん施設があればよいと

いうわけではないのは理解できますが、まずは施

設がないとイベントはできません。さらに幅広い分

野で若い音楽家や芸術家を育てるため、若者には

安い費用で文化施設が利用できるよう配慮してもら

えないでしょうか。

奈良県大芸術祭、ムジークフェストならなどのイ

ベントが軌道に乗り、また来年、国民文化祭・全国

障害者芸術文化祭という大イベントを迎える今こ

そ、文化振興のための機運を高める好機だと考え

ます。さらなる文化振興には、若者たちが集まれ

る、また若者たちの発表の場として活用できる文化

施設を充実していくべきだと考えますが、このこと

について、現状に対するご認識と今後の施策の方

向性についてお聞かせください。

質問を終わります。

○荒井知事

奈良北高等学校の３人の議員から三つの質問

がございました。

まず、板澤議員のご質問でございます。奈良の

観光の魅力を増加させるためには、奈良の土産あ

るいはキャラクター、せんとくんのようなキャラクタ

ー、地域キャラクター、それと食が大事だというご指

摘がございました。そのとおりだと思います。そのよ

うな、観光のアイテムと申しますが、グレードが上が

るように努力をしているところでございます。

土産物にしろ食の振興にしろ、それを担う人材

が大事でございます。そのような人材を育成するた

めに、本県は努力を重ねております。基本的なの

は、やる気のある事業者、商売をされる方を応援す

るという姿勢ではないかと思います。大事なのは気

迫、民間事業者の方の気迫、イノベーションをする

努力の姿勢が最も大事だと思います。奈良県はそ

のような点で多少の劣りがあったように感じておりま

すが、やる気のある人だけを応援するという姿勢を

県がとってきておりまして、そのような方が数多く出

てきておられることは大変うれしいことでございま

す。応援する中で、なら農商工連携ファンドのよう

な資金を低額で回すというようなことも含んでおりま

すが、それを利用されて、食材の開発をされている

方もございます。

また直接的には、なら食と農の魅力創造国際大

学校を本年４月１日に開校いたしましたが、一番の

年配者の学生の方は６３歳、レストランを開業する

ぞという明確な目的を持って２年間の大学校生活

を送っておられます。また若い方は、将来シェフと

してなりわいを立てるのだということを考えておられ

ます。何か手に職があれば、手に能力があれば、

一生生きていけるのが日本の社会でございます。

学歴なんかよりも実力をつけるようにというのが、だ

んだん認められるような風潮になってまいりました。
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自分の腕、能力で世の中を渡っていこうというよう

な人たちを応援して、奈良の経済を牽引していた

だきたいと願っているところでございます。

外国人観光客の方へのおもてなしの姿勢につ

いての松本議員からのご質問がございました。

議員お述べのように、日帰り通過型観光から宿

泊滞在型観光に転換することは、奈良の観光にお

ける最大の課題でございます。議員お述べのとお

りでございます。

どのように達成できるのかというのが問題でござ

います。議員もお述べになりましたが、ホテルの数

が全国一少ない県でございます。宿泊施設のキャ

パシティーといいますが、能力、容量を充実させる

必要がございます。客室数をふやす必要がござい

ます。

もう一つ言われておりますのは、奈良の宿泊施

設にはバラエティーがない、高級な旅館と簡便で

清潔なゲストハウスなどの、ほかに比べてそれぞれ

の分野でお得感があるような宿泊サービスがない

よと言われております。

高級なホテルにつきましては、２０２０年までに県

営プール跡地で世界のトップブランドのＪＷマリオッ

トホテルが進出を決めていただきました。このような

レベルのホテルがありますと、奈良の他のホテルは

並ぶものがございませんので競合いたしませんし、

トップクラスの人が来ると、その裾野が広がるといっ

た効果があるわけでございます。

また猿沢インにおけますように、非常に気楽に外

国人の方が泊まっていただけるような身近で簡便

な宿泊施設も整備を進めておりますし、民間の方も

小規模なゲストハウスなど、あるいは民家改良型の

宿泊施設など、新しいタイプの宿泊施設に取り組

んでいただいてきております。まだまだ量的にも質

的にも不足しているのが実情でございますので、

今後とも奈良の魅力の向上には努力が必要かと思

っております。

他の地域と比較いたしまして、例えば外国人が

たくさん行かれます高山という本当に山の中の田

舎のまちがございますが、そこは長年かけて魅力

向上の努力を町民の方、市民の方が協働してされ

ておられまして、そのような努力が今実を結ぶ時期

になってきております。有名だから来るという時代

ではなくなっております。期待値よりも実質値の方

が高いから、人に勧めよう、また行こうというのがこ

の宿泊観光のマーケットでございます。

また奈良では、オフとピークの差が激しいのが弱

点の一つでございます。夏、冬は、暑過ぎたり寒過

ぎたりしてなかなか人が来られない、宿泊の稼働率

も冬、１月が４０％を切る、一流ホテルでも４０％を

切る状況になっておりましたが、それを埋めるのが

イベントでございます。オフのイベントに心がけてま

いりまして、オフ期に外国人を含む多くの方が奈良

に来られるようになりました。その中でも社寺のイベ

ントが大きな要素でございます。次の久保田議員

のご質問ともかかわりますが、いろいろなイベント

を、奈良ならではの場所を利用しながらするイベン

トも好評になってきております。今後とも奈良の魅

力向上のための努力を重ねてまいりたいと思いま

す。

久保田議員のご質問がございましたが、文化は

大変大事な要素であるし、そのために文化施設の

充実が必要ではないかというご質問でございます。

大きなコンサートができる２,０００人以上の収容

できる大ホールは、県内にはございませんが、県

立を含めまして市町村立など４０余りも文化ホール

がございます。大変重複している地域でございま

す。それぞれの文化施設が運営の妙を得て利用

が拡大されることを期待をしております。

また先ほど申し上げました社寺を利用して、芸術

の、文化の活動を展開していただくのは、奈良でし

かできないことでございます。国宝のある社寺で演

奏会をされ、その音楽を聞くのは、奈良でしかでき

ないといって評判になってきております。

また、施設の面では、文化施設にも使えますが、

26



コンベンションの施設、交流拠点の施設は、奈良

にはございませんでした。大きなイベント、あるいは

コンベンションをする施設は、奈良にはございませ

んでしたが、このたび国際ブランドホテルの誘致と

あわせまして、２,０００人規模の国際会議あるいは

コンベンション、見本市、文化活動ができる観光交

流拠点の整備を進めようとしております。

またスポーツの施設でございますが、アリーナの

ようなものも奈良にはございません。アリーナで大

きな演奏会をされるのも今、常態になってまいりま

した。文化施設で椅子を前に向けて、みんな並ん

で座るということだけではなしに、周りを囲んでその

広場で文化活動がされるということも、リオデジャネ

イロのオリンピックなどでも見られる風景でございま

す。

先ほど申し上げましたことですが、世界遺産にな

っております社寺でコンサートや大型野外コンサー

トなどを実施しております。その梅雨どきであります

オフのイベントでございますが、ムジークフェストな

らが大変伸びてきておるわけでございます。奈良

公園でのファミリー向けコンサートを春日野園地で

実施いたしましたら、３万人もの幅広い年代の方、

お子様連れの方が来られまして、担当の者が大変

喜ぶとともに驚いたところでございます。

また、これも先ほど申し上げましたが、国民文化

祭あるいは全国障害者芸術文化祭は、いろんな方

が全国から参加され、また奈良の魅力とあわせて

経験をされる大事なイベントだと思っております。

来年の９月２日でございますが、オープニングを大

仏殿の回廊の中でさせていただくことになっており

ます。これも奈良ならではの催しかと思っておりま

す。

施設の充実は大事でございますが、施設の充実

の前により大事なのは文化活動の充実でございま

す。逆はございません。文化活動の充実をして、必

要な施設を利用する、あるものを利用する、また、

ないものは整備に心がけるといったことで、文化活

動の充実をしていきたいと思います。

また各学校では、ブラスバンドをはじめ文化活動

を随分充実させてきていただいておることは承知を

しております。それが地域の文化活動の充実につ

ながるように、学校を卒業すると文化活動をやめた

ということにならないように希望するところでござい

ます。

大変貴重なご質問をいただきましてありがとうご

ざいました。ご答弁は以上でございます。

○健山高校生議長

再質問はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、県政に対する質問を終わります。
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高校生からの提言と同採決

○健山高校生議長

次に、住みよく魅力ある奈良県づくりについての

提言を行います。

西の京高等学校、８番、芳仲貴久議員から提言

第１号、自然を生かした癒やしの空間づくりの推進

について提言決議方の動議が提出されましたの

で、芳仲貴久議員に趣旨弁明を求めます。

提言第１号

「自然を生かした癒やしの空間づくり」の

推進について

○芳仲議員

西の京高等学校を代表して、提言第１号、「自然

を生かした癒やしの空間づくり」の推進について

は、提言文の朗読をもって提案にかえさせていた

だきます。

（西の京高等学校 芳仲貴久議員）

西の京高校の近くに大亀谷国有林と呼ばれる森

林があります。宅地開発ブームが一段落したとき

に、住宅街の一角に取り残された８ヘクタールほど

の森林で、林野庁の財政赤字から民間に売却され

そうになったところを、地域住民らの「自然を残して

ほしい」という声により、売却対象から外されたとい

ういきさつがあったと聞いています。しかし、その後

有効な活用法が地域から提示されないまま、一部

のＮＰＯ団体主催のイベントが開かれたり、近隣の

幼稚園・小学校が年に数回「自然教室」として利用

したりする程度で、地域住民の方でさえ「大亀谷国

有林」という名前すら知らないという状況でした。そ

こで平成２４年に、この国有林の有効活用について

の検討会が地元自治連合会に立ちあがり、西の京

高校もこのことに関係する課題研究を進めてきまし

た。

林野庁の森林管理事務所は、森林の管理を行う

のが仕事で、森林を公園化するとか、森林の中に

何かの施設を作るなどのことはできません。地元自

治会の検討会では、幼稚園・小学校の利用に加

え、地域住民の方々も日々の生活の中で自然に

触れ合えるような、たとえばウォーキングであった

り、森林浴であったりといった場所になればと考え

ております。しかし、遊歩道を整備するとか、案内

看板を設置するというちょっとした整備にも費用が

かかり、その財源や活動する人の確保が大きな課

題となっています。そのような中で本校の活動とし

て、案内看板の作成を行いました。森林管理事務

所から余った木々を無償で提供いただき、その設

置についてもご協力をいただきました。このように

ボランティアによる手作りで、少しずつ「地域の憩い

の場づくり」にむけた整備を進めています。

このように住宅街に残る森林は県内に数多く存

在し、その有効活用が課題となっていると思いま

す。この大亀谷国有林の取組は、国と地域とが連

携した「自然を生かした癒やしの空間づくり」、「自

然の良さを体験させる学習の場づくり」といった森

林資源の有効活用の事例になると思っています。

また、自然の空間の中で高齢者が子どもたちに竹

細工や昔あそびを教えたり、自然のなかであえて

不自由な暮らしを体験することで生きる力を養った

りするなどの活動も有効な利用方法ではないでしょ

うか。こうしたボランティア的活動に対し、奈良県と

してこれを推奨し、また何らかの後押しをするような

施策は、「くらしやすいまちづくり」や「景観・環境の

保全と創造」さらには「南部地域・東部地域の振

興」にもつながり、「住みよく魅力ある奈良県づくり」

が実現されるのではないかと考えます。

以上、地域に残る森林の有効活用について、

「自然を生かした癒やしの空間づくり」を目標とする

地域の活動に、奈良県としても積極的に関わる施

策の推進を提言いたします。

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会
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ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○奥井議員

ただいま芳仲貴久議員から提案されました提言

第１号、自然を生かした癒やしの空間づくりの推進

について賛成します。

○小森議員

ただいま芳仲貴久議員から提案されました提言

第１号、自然を生かした癒やしの空間づくりの推進

について賛成します。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第１号については、８番、芳仲貴久議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第１号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

次に、育英西高等学校、１３番、浦瀬絢議員か

ら、提言第２号、奈良県のトリセツをつくろうについ

ての提言決議方の動議が提出されましたので、浦

瀬絢議員に趣旨弁明を求めます。

提言第２号

奈良県のトリセツをつくろう

○浦瀬議員

育英西高等学校を代表して、提言第２号、奈良

県のトリセツをつくろうにつきましては、提言文の朗

読をもって提案にかえさせていただきます。

私たちは、奈良という観光地を誰しもがルールを

守って簡単に利用できるまちづくりとして、外国人

観光客を対象に、奈良県の観光地の取扱説明書

を作ることを提案したいと思います。

（育英西高等学校 浦瀬絢議員）

奈良県への外国人観光客は平成２３年がおおよ

そ２４万人であったのに対し、平成２４年はおおよそ

１０３万人と増加傾向しています。観光客が増加す

れば、外国人の人たちによりよい奈良を知ってもら

う必要性があると私たちは考えます。最近、奈良へ

訪れる外国人のマナーの悪さがニュースで取り上

げられています。どのような事象があるかを紹介し

ます。

１ 近年、多くの観光地でレンタルバイクを借り、観

光地を自転車で廻っている外国人を目にします。

しかし、以前毎日放送で奈良の観光地の問題点と

して、外国人観光客が住民の敷地内で自転車を

無許可で停め、住民が外国人に注意をしなければ

ならないということが発生しています。

２ 奈良県には多くの神社・寺社があります。神社

では２礼２拍手１礼というのが日本では常識となっ

ていますが、そのことを知らない人たちがいます。

また、トレビの泉かのように寺社の池にお金を池に

投げ入れる人もいますが、環境に悪い影響を与え

かねません。

３ 奈良公園には多くの鹿がいます。鹿は奈良で

は春日大社の神様のお使いとされています。外国

人観光客の醍醐味として鹿せんべいをあげている

のをよく見かけます。しかし、鹿せんべいをあげる

のではなく、新聞紙をあげていたり、鹿を追っかけ

まわしている姿がありました。

４ 奈良の地域文化として「柿の葉寿司」がありま

す。外国の人たちは食べ方が分からなくて葉をそ

のまま食べている人もいるようです。
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この現状を打破したく思い、私たちは奈良の「トリ

セツ」を作ることを考えました。私たちの考える「トリ

セツ」は、奈良を観光するにあたってとても分かりや

すくマナーが書かれた冊子です。

１ レンタルバイクの利用の仕方と駐輪場所へおく

ことへの注意

２ 神社・寺社への参拝方法

３ 鹿とのコミュニケーションのとり方

４ 奈良の食文化の作法

この「トリセツ」をつかって、奈良県が地域観光ボ

ランティアを積極的に募集し、県民全体でマナー

の向上を行っていけるとよいと考えます。

みんなが気持ちよく利用できる観光地「奈良」を

一緒に作っていきましょう！！

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○石崎議員

ただいま浦瀬絢議員から提案されました提言第

２号、奈良県のトリセツをつくろうについて賛成しま

す。

○板澤議員

ただいま浦瀬絢議員から提案されました提言第

２号、奈良県のトリセツをつくろうについて賛成しま

す。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第２号については、１３番、浦瀬絢議員の動

議のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第２号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

青翔高等学校、１９番、上田愛満議員から、提言

第３号、魅力ある公園づくりについて提言決議方の

動議が提出されましたので、上田愛満議員に趣旨

弁明を求めます。

提言第３号

魅力ある公園づくり

○上田議員

青翔高等学校を代表して、提言第３号、魅力あ

る公園づくりにつきましては、提言文の朗読をもっ

て提案にかえさせていただきます。

（青翔高等学校 上田愛満議員）

「住みよく魅力ある奈良県」にするために、小

さい子どもから大人まで楽しめるような公園が必要

だと思います。

県内のいたるところに公園はありますが、「危な

い」という理由や「維持・管理」の関係で遊具が撤

去されたり、ボール遊びが禁止されたりして、十分

に楽しめる公園となっていないからです。遊具がな

い公園も多く存在しています。また、公園によって

は狭く、雑草が生い茂っていて遊びづらいもの、電

灯の力が弱いために安心して過ごすことができな

いものもあります。そういった現状では、小さい子達

や小学生が思いっきり家の外では遊べず、また大

人や年配の方々も使用しづらいままだと思います。

このような現状を打破するために、私たちは「面

積が広くて、綺麗なトイレがあり、管理の行き届いた

公園」の整備を提案します。実現するには多大な

費用や労力が必要になると思います。何より、たく

さん存在する公園の管理は一筋縄ではいきませ

ん。
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そこで私たちは、地域住民が自分たちで最寄り

の公園を管理する仕組みを整えてはどうかと考え

ました。それには２つの理由があります。一つ目

は、使用者自ら公園を管理することで、美化意識

がより強くなると考えたからです。家や学校と同じよ

うに、自分で使うものをあえて汚す人はいないです

し、自分たちが使って快適と思うような環境作りを

すると思います。二つ目は、管理する人たちの間

に交流が生まれるということです。地域には様々な

年代の方々がいます。協力して公園を管理する中

で、話し合いや協同作業をする機会がたくさんある

と思います。子どもを連れて公園を利用する親世

代の人たち、時間に余裕のあるシルバー世代の方

々、そして私たち高校生もこの取組に参加し、それ

ぞれにできることをするのはとても良いことだと思い

ます。こうすることにより、常に誰かの目が行き届

き、管理された公園をみんなが心置きなく使用する

ことができると思います。

公園がもたらす利益というのは、目には見えませ

んが、健康の維持増進や人と人のつながりなど本

当に大きいものだと思います。そこで、私たちは、

自分たちで管理し、地域の交流の場となるような

「魅力ある公園づくり」を提案します。

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○内野議員

ただいま上田愛満議員から提案されました提言

第３号、魅力ある公園づくりについて賛成いたしま

す。

○原田議員

ただいま上田愛満議員から提案されました提言

第３号、魅力ある公園づくりについて賛成いたしま

す。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第３号については、１９番、上田愛満議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第３号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

二階堂高等学校、２１番、加藤渚議員から提言

第４号、地域で学ぶ生涯学習について提言決議

方の動議が提出されましたので、加藤渚議員に趣

旨弁明を求めます。

提言第４号

地域で学ぶ生涯学習

○加藤議員

二階堂高等学校を代表して、提言第４号、地域

で学ぶ生涯学習につきましては、提言文の朗読を

もって提案にかえさせていただきます。

（二階堂高等学校 加藤渚議員）
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学び続ける意欲をおもちの高齢者に、高校が主

体となって地域の住民を受け入れるカルチャース

クールや公開授業について提案します。まず、高

齢者と高校生が授業を共にすることにより、高齢者

が一生懸命学んでおられる姿を目の当たりにする

ことで、私たちの学習意欲が刺激されますし、高校

生が生涯学習のイメージをもつことにも有効だと考

えます。さらに休憩時間に、経験豊富な地域の方

々と交流し人生経験等を語っていただくことは、私

たち高校生のキャリアデザインにおいても非常にプ

ラスになると考えます。

また、高校生と共に過ごすことは、学び続けたい

と考える高齢者に貴重な機会を提供することになり

ます。このような学びの場が地域の学校にあるとい

うことが、地域コミュニティー、地域の活性化に有効

だと考えています。

多数の人が出入りするため、安全管理上の問題

は残りますが、これは事前登録制などでカバーで

きるのではないかと考えます。高齢化が進む今日

において、生きがいや日々の健康増進に繫がるよ

う、カルチャースクールや公開授業の開催など、高

齢者が高校で学べる機会を設けることを提言しま

す。

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○井上議員

ただいま加藤渚議員から提案されました提言第

４号、地域で学ぶ生涯学習について賛成します。

○久保田議員

ただいま加藤渚議員から提案されました提言第

４号、地域で学ぶ生涯学習について賛成します。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第４号については、２１番、加藤渚議員の動

議のとおり決することに賛成の議員の起立を求め

ます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第４号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

ろう学校、３番、横田いくみ議員から提言第５号、

障害のある人たちのあらゆる場面での情報保障と

心のバリアフリーの実現―心が通う、心がつながる

魅力ある奈良県に！についての提言決議方の動

議が提出されましたので、横田いくみ議員に趣旨

弁明を求めます。

提言第５号

障害のある人たちのあらゆる場面での情報保障と

心のバリアフリーの実現

―心が通う、心がつながる魅力ある奈良県に！

○横田議員

ろう学校を代表して、提言第５号、障害のある人

たちのあらゆる場面での情報保障と心のバリアフリ

ーの実現―心が通う、心がつながる魅力ある奈良

県に！につきまして、提言文の朗読をもって提案

にかえさせていただきます。

（ろう学校 横田いくみ議員）

私たちは、ろう者として手話が私たちの言語であ

ることに誇りを持っています。健聴者と対等に活躍

できる能力を身につけ、いろいろな人との関わりを

大切にできる一人の大人として社会貢献できる人

材となることを目指します。私たちは、もっと広い世

界で生きていきたいのです。私たちのような聴覚障
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害者は、周りから気づいてもらいにくく、理解されに

くい障害です。なぜなら、一口に聴覚障害者といっ

ても、障害の程度は人それぞれであるからです。こ

れまでただ聞こえないがために様々なことを制限さ

れてきた人たちが、「手話」によって自分の思いを

社会に発信したり、大切な人たちとコミュニケーショ

ンをとったりすることができるようになりました。しか

し、聞こえる人たちと対等の立場であるとは言えま

せん。

私たちは、奈良県に住んでいながら、奈良県と

いえば「大仏」と「鹿」くらいのイメージしかありませ

ん。奈良県はホテル・旅館の客室数が全国最下位

で、歴史観光地でありながら、リピーターが少ない

ことも課題になっています。そこで、観光のユニバ

ーサルデザイン化を提案します。障害者にとっても

魅力ある奈良県にすることで、新たな観光需要を

生み出すことができると考えます。奈良県への観光

誘致の具体的な案としては、観光先へのきめ細か

な案内図や電子伝言板、手話通訳付きの観光バ

スや観光タクシー、観光先での手話通訳案内、手

話通訳付きの奈良県アピールＣＭの放映、地元の

産物や魅力を体感できる内容をアピールするなど

です。県内のいたるところで「手話ができます」の表

示や、視覚的な認識をより効果的に活用できるよう

にし、高齢者や障害者に「さすが奈良県」と言われ

るような、互いに心が通い、心がつながる「おもてな

し環境づくり」を提案します。このような「奈良県好

感度アッププロジェクト」により、ふる里地元奈良に

愛着心がもっと感じられるようになると思います。

障害があるなしにかかわらず、互いに心が通い、

心がつながる魅力ある奈良県づくりのために、そし

て手話という「目に見える言語」の豊かな宝物をみ

んなで分かち合える社会にするために、手話の普

及に向けて、手話言語条例を制定し、県内のあら

ゆる施設において、設備の充実、体制の整備、人

材派遣、手話通訳者の人材養成等の中で積極的

に手話を学ぶ機会が得られることを期待し、提言い

たします。

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○倉石議員

ただいま横田いくみ議員から提案されました提

言第５号、障害のある人たちのあらゆる場面での情

報保障と心のバリアフリーの実現―心が通う、心が

つながる魅力ある奈良県に！について賛成しま

す。

○東議員

ただいま横田いくみ議員から提案されました提

言第５号、障害のある人たちのあらゆる場面での情

報保障と心のバリアフリーの実現―心が通う、心が

つながる魅力ある奈良県に！について賛成しま

す。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第５号については、３番、横田いくみ議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第５号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

奈良北高等学校、２９番、福田結菜議員から提

言第６号、救急搬送の在り方を改め、必要な人へ

必要なサービスをについて提言決議方の動議が

提出されましたので、福田結菜議員に趣旨弁明を

求めます。

提言第６号

救急搬送の在り方を改め、

必要な人へ必要なサービスを

○福田議員

奈良北高等学校を代表して、提言第６号、救急

搬送の在り方を改め、必要な人へ必要なサービス

をにつきましては、提言文の朗読をもって提案にか
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えさせていただきます。

（奈良北高等学校 福田結菜議員）

奈良県の人口構成は全国と同様、急激に高齢

化が進んでいます。６５歳以上の人口は、平成２６

年１０月で、全国が２６％であるのに対し、奈良県は

２７.２％、奈良県全体の人口は減少しているのに６

５歳以上の人口は増加しています。今後ますます

福祉や医療にお金や人手が必要になっていくもの

と思います。また私は将来、看護師になることを夢

見ています。少しでも緊急性のある、本当に医療を

必要としている人の役に立ちたいと思っています。

そこで私たちは、救急車の利用について提言いた

します。

救急車の出動は近年増加傾向にあり、全国で約

６００万件あるそうですが、うち軽傷者が４９.４％とほ

ぼ半分を占め、また高齢者の比率が５５.５％と半数

以上であることを知りました。救急車の有料化を財

務省が検討しているという報道もありますが、私た

ちは地域が協力し合い、救急車をタクシー代わり

に使わないような取組が大切であると感じていま

す。そのため、緊急を要しない通院に関しては、民

間救急のような地域の高齢者や交通困難者の通

院を援助していくことのできるシステムを作ることが

重要であると考えます。

本当に救急車の出動を必要としている人が、ス

ムーズに利用でき、しかも地域で医療を必要とする

人々に不便のないようにすることができれば、多く

の人が安心して暮らせる町に近づくと思います。ま

た、病院への送迎を行った人に対して、少しでも良

いので補助金を出していけるようなシステムをつく

ることも考えられます。このように、地域の人々の協

力のもと、医療機関への搬送を行うことができる民

間搬送システムを構築することを提案します。

平成２８年８月１８日 奈良県高校生議会

ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお願い

します。

○谷垣議員

ただいま福田結菜議員から提案されました提言

第６号、救急搬送のあり方を改め、必要な人へ必

要なサービスをについて賛成します。

○高田議員

ただいま福田結菜議員から提案されました提言

第６号、救急搬送のあり方を改め、必要な人へ必

要なサービスをについて賛成します。

○健山高校生議長

ただいまの動議は、正規の賛成があって成立し

ました。

よって、直ちに議題とします。

お諮りします。

提言第６号については、２９番、福田結菜議員の

動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。

（賛成者起立）

ご着席願います。

起立多数であります。

よって、提言第６号については採択することに決

しました。

○健山高校生議長

これをもって、住みよく魅力ある奈良県づくりに
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ついての提言を終わります。

○健山高校生議長

以上をもちまして、奈良県高校生議会を閉会し

ます。

○上田議会事務局長

吉田議長、健山議長、高校生議員の皆様、大変

お疲れさまでございました。

では、ここで荒井正吾奈良県知事から本日の奈

良県高校生議会についてお言葉をいただきます。

知 事 所 感

○荒井知事

本日はご参加いただきましてありがとうございま

した。

最初にも申し上げましたが、この議場は、皆様が

政治の決定者、こちらが政治意思の執行者というこ

とでございます。民主主義は三権分立で成り立っ

ておりますが、政治と行政と司法と三権のうちの二

権がこの場所で会合し、意見を闘わせて、議案の

議決により、奈良県の政治意思を決定していただく

場所でございます。

本日の高校生議会の進行は、おおむね日ごろ

の進行と同じでございます。議決は、提言の議決

でございましたが、おおむね同じような進行でござ

いました。皆様のご意見を承り、また議論をさせて

いただきまして、感謝を申し上げます。

このような民主主義の現場で、今、大事になって

きておりますのは、エビデンスということでございま

す。エビデンスというのは、事実に基づく政治、思

い込みによらない奈良県の実情を反映した政治を

実現するということでございます。エビデンスの摂

取は、頭脳の栄養素の摂取と似ております。栄養

素があると、よくアイデアが出ますし、的を射た議論

ができるものでございます。皆様も本日の体験、経

験をもとに、奈良の実情を学びエビデンスを身に

つけていただき、これからも奈良県政に関心を持っ

ていただければありがたいと思っております。

奈良県は、皆様がお育ちになったふるさとでご

ざいます。ふるさとを愛しそのよき未来をつくるの

は、皆様の力と気力でございます。皆様お一人お

ひとりが住みよく魅力のある奈良県づくりのため

に、今後ともご活躍、ご発展されることを心から期

待をしているところでございます。

最後になりましたが、本日の高校生議会開催に

当たりまして、お世話いただきました学校関係の方

々及び県議会関係の方々に改めてお礼を申し上

げさせていただきます。ありがとうございました。ま

た皆様、ご苦労さまでございました。

以上で閉会の感想を終わらせていただきます。

○上田議会事務局長

最後に、小泉米造奈良県議会副議長から閉会

のご挨拶を申し上げます。

副 議 長 閉 会 挨 拶

○小泉奈良県議会副議長

副議長の小泉でございます。第５回目の奈良県

高校生議会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を

申し上げます。

高校生議員の皆さん、大変お疲れさまでござい

ました。皆さんから今後の県政に有益な質問や提

言をいただきました。非常にうれしく思っているとこ

ろでございます。

知事をはじめ理事者の方々におかれましては、

高校生議員から若々しい感性とエネルギーをたく

さんもらわれたのではないかと思っているところで

ございます。

高校生の皆さん方には、自分たちの奈良県をよ

くするんだという思いをいつまでも忘れず、これから
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も奈良県政に関心を持ち続けていただきたいと願

っているところでございます。

理事者の皆さんと我々議員とは、立場は大変違

いますけれども、今後とも高校生の皆さんに奈良県

に住み続けたいと思ってもらえるような奈良県政を

ともに推進していきたいと考えているところでござい

ます。

終わりになりますが、本日の開催に当たりまして

ご協力賜りました参加校の先生方に厚くお礼を申

し上げ、閉会の挨拶といたします。本当にありがとう

ございました。

○上田議会事務局長

以上をもちまして奈良県高校生議会を終了いた

します。

本日は、ありがとうございました。

閉 会

午後３時５６分
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